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自動発行機を
休止します　　　休止します

　

事
務
事
業
は
、
施
策
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
手
段

で
、
市
民
に
直
接
サ
ー
ビ
ス
す
る

も
の
や
市
の
内
部
管
理
を
目
的
と

す
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
今
年
度

　１１月２３日（祝）は庁舎電源装置の定期点検によ

り電算システムが稼働できないため、市役所１階

屋内ひろばおよび東久留米駅構内に設置の自動発

行機を終日利用できません。ご不便をおかけしま

すが、ご協力お願いします。

　詳しくは市民課住民記録係�４７０・７７２２へ。

　

東
村
山
税
務
署
で
は
、
所
得
税

の
青
色
申
告
を
し
て
い
る
方
を
対

象
に
、「
青
色
申
告
決
算
書
の
作

成
」「
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
」
な
ど
の
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

内
容
は
、
決
算
の
仕
方
を
中
心

に
、
確
定
申
告
に
当
た
っ
て
の
留

意
事
項
お
よ
び
青
色
申
告
決
算
書

の
作
成
要
領
、
消
費
税
法
等
の
概

要
等
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま

す
。　

ま
た
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税

電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
等
、

多
く
の
個
人
事
業
者
に
関
係
す
る

事
項
に
つ
い
て
の
説
明
も
行
い
ま

す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

 

　
【
日
時
】　

月
６
日
（
水
）
▽
不

１２

動
産
所
得
の
あ
る
方
＝
午
前　

時
１０

〜
午
後
零
時　

分
▽
事
業
所
得
の

１０

あ
る
方
＝
午
後
１
時
半
〜
４
時　
４０

分
 
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

�　

�　

�

　

消
費
税
に
つ
い
て
は
、　

年
度

１５

の
税
制
改
正
に
よ
り
、
事
業
者
免

税
点
制
度
の
適
用
上
限
が
３
０
０

納
税
に
ご
協
力
を

納
税
に
ご
協
力
を

　
　

月　

日（
木
）は
、
国
民

１１

３０

健
康
保
険
税
第
５
期
の
納

期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融

機
関
・
郵
便
局
で
お
納
め
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
�
４

７
０
・
７
７
３
０
へ
。

　

都
営
住
宅
の
地
元
割
当
分
の
入

居
者
を
募
集
し
ま
す
。

 
【
入
居
対
象
人
数
と
募
集
住
戸
】

　

�
１
〜
２
人
＝
中
央
町
二
丁
目
、

２
戸
▽
幸
町
一
丁
目
、
１
戸

　

�
２
人
以
上
＝
中
央
町
二
丁
目
、

１
戸
▽
幸
町
一
丁
目
、
１
戸

　

�
３
人
以
上
＝
幸
町
一
丁
目
、

１
戸

　
【
申
込
資
格
】
次
の
①
〜
④
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
方

　

�
単
身
者
の
場
合
＝
①
市
内
に

０
万
円
か
ら
１
０
０
０
万
円
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

　

国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
住
民

税
へ
３
兆
円
の
税
源
が
移
譲
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、　

年
度
か
ら

１９

個
人
住
民
税
の
納
税
額
が
変
わ
り

ま
す
。

　

税
源
移
譲
は
、
地
方
公
共
団
体

が
自
主
的
に
財
源
の
確
保
を
行
う

こ
と
で
、
自
主
性
を
発
揮
し
、
よ

り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
効
率

よ
く
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
税
源
移
譲
に
伴
い
、　

年
１８

度
分
ま
で
は
課
税

所
得
の
額
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
た

個
人
住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
、

一
律　

�
（
市
民
税
６
�
・
都
民

１０

税
４
�
）
に
な
り
ま
す
。　　

　

こ
れ
に
よ
っ
て
所
得
割
の
税
率

が
５
㌫
の
方
は
、
個
人
住
民
税
は

２
倍
に
増
え
ま
す
が
、
所
得
税
の

税
率
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
で
所
得

税
が
減
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
税
負

担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）へ
。
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消
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説
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催
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国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
帳
簿

の
記
載
や
請
求
書
・
領
収
書
等
の

保
存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

�　

�　

�

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
審
理
・
指
導
担
当

�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

（
内
線
４
１
５
）
へ
。　

り
、　

年
分
の
課
税
売
上
高
（
事

１６

業
収
入
か
ら
消
費
税
の
課
税
さ
れ

な
い
収
入
を
差
し
引
い
た
金
額
）

が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
事
業

者
の
方
は
、　

年
分
の
消
費
税
お

１８

よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
る
方

も
事
務
事
業
の
評
価
結
果
を
事
務

事
業
目
的
評
価
表

に
ま
と
め
、公
表
し

ま
す
。

　

事
務
事
業
目
的

評
価
表
は
、　

月　
１１

１５

日
（
水
）
か
ら
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、市

政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
２
階
）、
中

央
・
滝
山
・
東
部
・

ひ
ば
り
が
丘
の
各

図
書
館
、
下
里
・
南

町
の
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
図
書
室
、野
火

止
地
区
セ
ン
タ
ー

図
書
室
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

事務事業の事務事業の
評価結果を評価結果を
公表します公表します

自動発行機を自動発行機を
休止します　　　休止します

３
年
以
上
居
住
す
る　

歳
以
上
な

６０

ど
の
単
身
者
で
あ
る
こ
と
②
原
則

と
し
て
同
居

親
族
が
い
な

い
こ
と
③
所

得
が
一
定
基

準
内
で
あ
る

こ
と
④
住
宅

に
困
っ
て
い
る
こ
と

　

�
家
族
の
場
合
＝
①
申
込
者
本

人
が
市
内
に
居
住
す
る
成
年
者

（　

歳
未
満
の
既
婚
者
含
む
）
で
あ

２０

る
こ
と
②
同
居
親
族
が
い
る
こ
と

③
世
帯
の
所
得
合
計
が
一
定
基
準

内
で
あ
る
こ
と
④
住
宅
に
困
っ
て

い
る
こ
と

　
【
申
込
用
紙
等
の
配
布
】　

月　
１１

１５

日
（
水
）
〜　

日
（
水
）
に
地
域

２２

政
策
課（
市
役
所
５
階
）、上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所

で
配
布

　
【
申
込
方
法
】　

月　

日（
月
）ま

１１

２７

で
に
（
必
着
）、
所
定
の
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
、
〒
２
０
３

―
８
５
５
５
、
市
役
所
地
域
政
策

課
あ
て
郵
送
を
（
窓
口
で
の
受
け

付
け
は
一
切
で
き
ま
せ
ん
）

　

詳
し
く
は
同
課
住
宅
政
策
係
�

４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

　

ご
意
見
・
ご
質
問
は
電
話
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
で
企
画
調
整
課
行

財
政
等
担
当
�
４
７
０
･
７
７
０

２
へ
。　　

�企画調整課メールアドレス
kikakuchosei@city.higashikurume.lg.jp

１１月２３日（祝）
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都
営
住
宅
入
居
者
募
集

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
　

年
度
ま
で
の
市
民
税
・
都
民

１８
税
の
出
張
申
告
受
け
付
け
を
東
久

留
米
団
地
第
２
・
第
３
集
会
所
、

西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
南
部

地
域
セ
ン
タ
ー
内
で
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、　

年
度
よ
り
西
部
・
南

１９

部
・
東
部
の
各
地
域
セ
ン
タ
ー
内

と
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
了
解
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

出
張
申
告
会
場
が

変
更
に
な
り
ま
す

人的控除額の差個人住民税控除額所得税控除額区分

５０万円５０万円 社会保険料控除

５万円３３万円３８万円 配偶者控除

５万円３３万円３８万円 一般扶養

１８万円４５万円６３万円 特定扶養

５万円３３万円３８万円 基礎控除

３３万円１９４万円④２２７万円② 控除額計

１５２万円⑤＝①－④１１９万円③＝①－② 課税所得金額

個人住民税の人的控除（調整控除）額の算出
　個人住民税の課税所得金額が２００万円以下の方は、「人的控除額の差の合計」または「個人住民税の課税所得金

額」のいずれか少ない金額の５％（市民税３％・都民税２％）を減額します。

☆上記の例の場合
・人的控除額の差の合計＝３３万円

・課税所得金額＝１５２万円⑤

税源移譲前後の税負担の一例

■税源移譲前　　　　　
・所得税＝③×１０％＝１１９,０００円

・個人住民税＝⑤×５％＝７６,０００円

・所得税＋個人住民税＝１９５,０００円

◎夫婦と子ども二人の場合（子どものうち一人が 特定扶養親族）
<給与収入が５００万円、給与所得が３４６万円①>

■税源移譲後
・所得税＝③×５％＝５９,５００円

・個人住民税＝⑤×１０％－１６,５００円（※人的控除額。算出方法は下記参照）

　＝１３５,５００円

・所得税＋個人住民税＝１９５,０００円

人的控除額の差の合計の方が金額が少ない｝

� ��������������������������

※人的控除（調整控除）
額について
　個人住民税と所得税

では、左表の通り人的控

除（調整控除）額に差が

あります。したがって同

じ収入金額でも個人住

民税の課税所得は、所得

税の課税所得よりも多

くなっていますので、個

人住民税の税率を５％か

ら１０％に引き上げた場

合、所得税の税率を引き

下げただけでは税負担

が増えてしまうことに

なります。このため、個々

の納税者の人的控除の

適用状況に応じて、個人

住民税を減額すること

によって、納税者の税負

担が変わらないように

しています。

したがって
個人住民税の人的控除額は
３３万円× ５％＝１６,５００円

税源移譲前後の負担増減額は

０円となります

地
元
割
当
分

地
元
割
当
分


